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開   会    午前１０時４５分 

 

議 長（田之畑） 

ただいまから、令和元年第３回東串良町議会臨時会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

日程の報告をします。 

日程は、印刷してお手元に配付してありますので朗読を省略します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長（田之畑） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番 泊 重巳議員及び７

番 前田 隆議員を指名します。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第２ 会期決定の件 

 

議 長（田之畑） 

日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日の１日間としたいと思います。 

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

御異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日の１日間に決定しました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第３ 議案第２９号 令和元年度東串良町一般会計補正予算（第２号） 

 

議 長（田之畑） 

日程第３ 議案第２９号 令和元年度東串良町一般会計補正予算（第２号）につい

てを議題とします。 

本案について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 
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町 長（宮 原） 

説明申し上げます。 

議案第２９号 令和元年度東串良町一般会計補正予算（第２号）について御説明申

し上げます。 

歳入歳出予算の総額に７，５７０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４

９億９７０万円といたしました。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表「歳入歳出予算補正」によると

ころであります。 

次に、地方債への変更は、第２表「地方債補正」によるところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２９号 令和元年度東串良町一般会計補正予算（第２号）について

を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第４ 議案第３０号 パソコン購入契約について 
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議 長（田之畑） 

日程第４ 議案第３０号 パソコン購入契約についてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第３０号 パソコン購入契約について御説明申し上げます。 

令和元年度第１回電算用関連機器共同調達購入事業において、購入するパソコンの

予定価格が７００万円を超えるため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定及び議

会の議決に付する契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

９番 宮地利雄君。 

 

９ 番（宮 地） 

確認ですが、Ｗｉｎｄｏｗｓ７を１０にするという内容でいいんでしょうか。 

 

議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

お答えいたします。 

Ｗｉｎｄｏｗｓ７のサポートが２０２０年、いわゆる来年の１月１４日にサポート

が終了ということになっております。それに伴いまして、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に乗せ

かえるというものでございます。 

以上でございます。 

 

議 長（田之畑） 

９番 宮地利雄君。 

 

９ 番（宮 地） 

この数量がデスクトップ型で１６０台というのは、これは学校なども、つまり本町

が管理する全ての施設でのパソコンということで１６０台にもなるんでしょうか。 
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議 長（田之畑） 

総務課長。 

 

総務課長（江 口） 

１６０台の内訳でございますが、まず学校関係につきましては、６月補正で計上い

たしましたとおり、学校関係で別枠で購入いたす予定としております。１６０台につ

きましては、役場庁舎内、あるいは職員の部分と、あるいはパート職員さんの部分に

配置するものでございまして、給食センター、あるいは福祉センター、それから体育

館という出先も含めて１６０台の購入をするところでございます。 

以上で終わります。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第３０号 パソコン購入契約についてを採決します。 

本件は、このとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第５ 議案第３１号 トラクター購入契約について 

 

議 長（田之畑） 

日程第５ 議案第３１号 トラクター購入契約についてを議題とします。 
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本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第３１号 トラクター購入契約について御説明申し上げます。 

令和元年度地域振興推進事業（柏原海岸周辺環境整備事業）において、購入するト

ラクターの予定価格が７００万円を超えるため、地方自治法第９６条第１項第８号の

規定及び議会の議決に付する契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

討論なしと認めます。 

これから議案第３１号 トラクター購入契約についてを採決します。 

本件は、このとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

異議なしと認めます。 

したがって、本件はこのとおり可決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

◆ 日程第６ 議案第３２号 東串良町有機堆肥センター施設等設置に関する契約について 

 

議 長（田之畑） 
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日程第６ 議案第３２号 東串良町有機堆肥センター施設等設置に関する契約につ

いてを議題とします。 

本件について、町長からの提案理由の説明を求めます。 

町長。 

 

町 長（宮 原） 

議案第３２号 東串良町有機堆肥センター施設等設置に関する契約について御説明

申し上げます。 

本町有機堆肥センターが老朽化により、施設の改修が必要になっており、堆肥化施

設に関して専門的な知識を有する鹿児島県地域振興公社と締結する業務委託契約が５，

０００万円を超えるため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定及び議会の議決に

付する契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議 長（田之畑） 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

４番 牧原完治君。 

 

４ 番（牧 原） 

堆肥センターの必要性は十分私も認識しているわけです。しかしながら、今回のこ

の莫大な金額、金額については予算でも認められたわけなんですが、当初から公社あ

りきでずっと進められているんですよ。他の会社とか詳細について全然調査がされて

いない。よって、このような随契というのは、私には理解できません。 

以上で終わります。 

 

議 長（田之畑） 

反対討論ですか。 

 

４ 番（牧 原） 

はい、反対討論です。 
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議 長（田之畑） 

次に、賛成者の発言を許します。 

８番 上園ミキさん。 

 

８ 番（上 園） 

私は、賛成の立場で討論をいたします。 

確かに反対者の意見もわからないわけではないですが、緊急性があるということで、

今回の臨時議会に議案を提出されたということを考慮すれば、これを今ここで反対を

すれば、一番困るのは農家ではないかというふうに思っております。いろいろ議論す

べき点もありますが、今回のこの件に対しましては、私は賛成の立場で討論をいたし

ます。 

 

議 長（田之畑） 

ほかに討論はありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議 長（田之畑） 

それでは、これで討論を終わります。 

これから議案第３２号 東串良町有機堆肥センター施設等設置に関する契約につい

てを採決します。 

本件は、異議がありますので起立によって採決を行います。 

本件は、このとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛 成 者 起 立） 

 

議 長（田之畑） 

起立少数です。 

したがって、本件は否決されました。 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

議 長（田之畑） 

これで本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和元年第３回東串良町議会臨時会を閉会します。 

 

閉  会    午前１０時５８分 
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